
宮 崎 県 公 報 平成 23年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 38号

頁

人事委員会規則

○職員の管理職手当に関する規則の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………１

○給料の調整額に関する規則の一部を改正する規

則………………………………………………………………………２

○期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則……………………………………………………………２

○特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する

規則……………………………………………………………………３

○へき地手当等に関する規則の一部を改正する規

則………………………………………………………………………５

○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の

一部を改正する規則…………………………………………………６

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………７

公安委員会規則

○宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規

則………………………………………………………………………８

労働委員会規則

○宮崎県労働委員会会議運営規則の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………９

選挙管理委員会告示

○政党その他の政治団体の設立及び異動並びに解

散の届出………………………………………………………………９

○解散した政治団体の収支報告書の要旨……………………………11

○資金管理団体の指定及び指定取消の届出…………………………12

○個人演説会、政党演説会又は政党等演説会に使

用できる施設として市町村選挙管理委員会が指

定した施設の一部改正………………………………………………13

県議会告示

○宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程

の一部を改正する告示………………………………………………13

宮 崎 県 公 報
平成23年３月31日（木曜日）号外 第38号

発 行 定 日 毎週月・木曜日

購読料（送料共）１年 36,000円

害 1害

発 行 宮 崎 県

印 刷 宮崎市旭１丁目６番25号

小 柳 印 刷 株 式 会 社

目 次

人事委員会規人事委員会規則則

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第13号

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

職員の管理職手当に関する規則（昭和30年宮崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

区 分種 別職組 織

［略］本 庁知 事

［略］広報企画監

交通・地域安全

対策監

工事検査監

農業改良対策監

消費安全企画監

漁港整備対策監

ダム対策監

区 分種 別職組 織

［略］本 庁知 事

［略］広報企画監

交通・地域安全

対策監

感染症対策監

計画指導監

工事検査監

農業改良対策監

消費安全企画監

家畜防疫対策監

国営事業対策監

漁業調整監

漁港整備対策監

ダム対策監
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空港・ポートセ

ールス対策監

施設保全対策監

副参事

［略］

１４種所長病害虫防除・肥

料検査センター

［略］

［略］建設技術センタ

ー ［略］副所長

［略］

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第14号

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則

給料の調整額に関する規則（昭和32年宮崎県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１ 適用区分表（第２条関係）別表第１ 適用区分表（第２条関係）

調整

数
職 員勤務箇所

［略］

［

略］

（１） 植物の検疫、病害虫の防除若し

くは病害虫発生予察又は病害虫の防

除に対する指導の業務に従事するこ

とを本務とする職員（場長及び副場

長の職にある者を除く。）

総合農業試験

場

［略］

調整

数
職 員勤務箇所

［略］

［

略］

（１） 植物の検疫、病害虫の防除若し

くは病害虫発生予察又は病害虫の防

除に対する指導の業務に従事するこ

とを本務とする職員（所長の職にあ

る者を除く。）

病害虫防除・

肥料検査セン

ター

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第15号

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第５条の３関係）別表第１（第５条の３関係）

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］本庁行政

職

知事

部局 ［略］次長、局長、部（局）

参事、課長、室長、局

次長、広報企画監、交

通・地域安全対策監、

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］本庁行政

職

知事

部局 ［略］次長、局長、部（局）

参事、課長、室長、局

次長、広報企画監、交

通・地域安全対策監、

空港・ポートセ

ールス対策監

施設保全対策監

副参事

［略］

［略］

［略］建設技術センタ

ー

［略］［略］

［略］
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工事検査監、農業改良

対策監、消費安全企画

監、漁港整備対策監、

ダム対策監、空港・ポ

ートセールス対策監、

施設保全対策監

［略］

［略］

［略］

［略］本庁医療

職(

二）

［略］課長補佐、室長補佐、

副参事補

［略］

［略］

［略］

感染症対策監、計画指

導監、工事検査監、農

業改良対策監、消費安

全企画監、家畜防疫対

策監、国営事業対策監

、漁業調整監、漁港整

備対策監、ダム対策監

、空港・ポートセール

ス対策監、施設保全対

策監

［略］

［略］

［略］

［略］本庁医療

職(

二）

［略］課長補佐、副参事補

［略］

［略］

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第16号

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（特地勤務手当に準ずる手当の支給）

第５条 ［略］

２ 県給与条例第６条の２の２第１項の規定による特地勤務手当に

準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（

職員が当該異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤

務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）に

は、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ

。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の

左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合

を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の

合計額に 100分の６を乗じて得た額を超えるときは、当該額）と

する。

３・４ ［略］

別表第１（第２条、第３条関係）

（特地勤務手当に準ずる手当の支給）

第５条 ［略］

２ 県給与条例第６条の２の２第１項の規定による特地勤務手当に

準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（

職員が当該異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤

務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）に

は、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ

。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の

左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合

を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の

合計額に 100分の６を乗じて得た額（第６条の３第３項において

「上限額」という。）を超えるときは、当該額）とする。

３・４ ［略］

別表第１（第２条、第３条関係）

級別

区分
公 署 名町村名市郡名

組 織

区 分

［略］

［

略］

西都警察署銀鏡駐在所

日向警察署椎葉駐在所椎葉村

西都市

東臼杵

郡

警察本

部

級別

区分
公 署 名町村名市郡名

組 織

区 分

［略］

４級えびの警察署えびの高原駐

在所

えびの

市

警察本

部

［

略］

西都警察署銀鏡駐在所

日向警察署椎葉駐在所椎葉村

西都市

東臼杵

郡

［略］［略］
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別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

高千穂警察署鞍岡駐在所五ヶ瀬

町

西臼杵

郡

［

略］

延岡警察署島浦駐在所

西都警察署村所駐在所

日向警察署諸塚駐在所

日向警察署南郷駐在所

高千穂警察署河内駐在所

高千穂警察署五ヶ瀬駐在所

西米良

村

諸塚村

美郷町

高千穂

町

五ヶ瀬

町

延岡市

児湯郡

東臼杵

郡

同

西臼杵

郡

同

［

略］

延岡警察署島浦駐在所

西都警察署村所駐在所

日向警察署諸塚駐在所

日向警察署南郷駐在所

高千穂警察署鞍岡駐在所

西米良

村

諸塚村

美郷町

五ヶ瀬

町

延岡市

児湯郡

東臼杵

郡

同

西臼杵

郡

［

略］

高千穂警察署河内駐在所

高千穂警察署五ヶ瀬駐在所

高千穂

町

五ヶ瀬

町

西臼杵

郡

同

公 署 名町村名市郡名
組 織

区 分

林業技術センター美郷町東臼杵

郡

知事部

局

串間警察署都井駐在所

えびの警察署えびの高原駐在所

日向警察署西郷駐在所

日向警察署北郷駐在所

高千穂警察署岩戸駐在所

高千穂警察署上野駐在所

美郷町

同

高千穂

町

同

串間市

えびの

市

東臼杵

郡

同

西臼杵

郡

同

警察本

部

公 署 名町村名市郡名
組 織

区 分

北部港湾事務所北浦駐在所

林業技術センター美郷町

延岡市

東臼杵

郡

知事部

局

都城警察署西岳駐在所

延岡警察署北浦駐在所

日南警察署上酒谷駐在所

小林警察署須木駐在所

日向警察署坪谷駐在所

串間警察署都井駐在所

串間警察署市木駐在所

日向警察署西門川駐在所

日向警察署西郷駐在所

日向警察署北郷駐在所

高千穂警察署岩戸駐在所

高千穂警察署上野駐在所

門川町

美郷町

同

高千穂

町

同

都城市

延岡市

日南市

小林市

日向市

串間市

同

東臼杵

郡

同

同

西臼杵

郡

同

警察本

部

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において準特地公署とされていた公署のうち、平成26年３月31日までの間、準

特地公署として人事委員会が指定する公署に在勤する職員の職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以下「県給与条例」

という。）第６条の２の２第１項又は第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、この規則による改正後の特地勤務手当等

に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第５条第２項から第４項まで、第６条第３項及び第６条の３の規定にかかわらず、施行

日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては準ずる手当経過措置基礎額に 100分の４（施行日前に異動の日から起算し

て５年に達した場合及び施行日から平成26年３月31日までの期間内に異動の日から起算して５年に達した場合におけるその５年に達した

日後については、 100分の２）を乗じて得た額に、施行日から平成24年３月31日までの間にあっては 100分の 100を、同年４月１日から

平成25年３月31日までの間にあっては 100分の70を、同年４月１日から平成26年３月31日までの間にあっては 100分の40を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人

事委員会が定める額とする。
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３ 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第５条第２項（同条第３項及び第４項において読み替えられる場合を含む。）又は

第６条第３項に規定する日（以下「異動の日等」という。）に受けていた給料の月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第 110号）第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間

勤務職員等」という。）以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における職

員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮崎県条例第43号）第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「育児短時間算出率」という。）で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその

日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員

等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に

育児短時間算出率を乗じて得た額）及び扶養手当の月額の合計額（異動の日等において、県給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員（以下「減額支給対象職員」という。）であった者にあっては、当該合計額から異動の日等に受けていた給料月額

に 100分の１を乗じて得た額（異動の日等に受けていた給料月額に 100分の99を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属していた職

務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該減額支給対象職員の属して

いた職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額）を減じた額）（その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計

額（減額支給対象職員にあっては、当該合計額から現に受ける給料月額に 100分の１を乗じて得た額（現に受ける給料月額に 100分の99

を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける給料

月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額）を減じた額）を超えることとなる期間につ

いては、当該合計額）とする。

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第17号

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則

へき地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

級 別

区 分
学 校 等 名町村名市郡名

学校等

区 分

［略］小学校

［略

］

銀上小学校

仲塔小学校

尾向小学校

小崎小学校

大河内小学校

渡川小学校

椎葉村

同

同

同

美郷町

西都市

東臼杵

郡

同

同

同

同

［略

］

島野浦小学校

美々地小学校

三椪小学校

三川内小学校

内山小学校

大納小学校

村所小学校

荒谷小学校

七ッ山小学校

椎葉小学校

鹿野遊小学校

松尾小学校

神門小学校

鬼神野小学校

水清谷小学校

西米良

村

諸塚村

同

椎葉村

同

同

美郷町

同

同

延岡市

同

同

同

小林市

串間市

児湯郡

東臼杵

郡

同

同

同

同

同

同

同

級 別

区 分
学 校 等 名町村名市郡名

学校等

区 分

［略］小学校

［略

］

銀上小学校

仲塔小学校

尾向小学校

小崎小学校

大河内小学校

椎葉村

同

同

同

西都市

東臼杵

郡

同

同

同

［略

］

島野浦小学校

美々地小学校

三椪小学校

三川内小学校

内山小学校

大納小学校

村所小学校

荒谷小学校

七ッ山小学校

椎葉小学校

鹿野遊小学校

松尾小学校

南郷小学校

西米良

村

諸塚村

同

椎葉村

同

同

美郷町

延岡市

同

同

同

小林市

串間市

児湯郡

東臼杵

郡

同

同

同

同

同
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別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

鞍岡小学校

上組小学校

五ヶ瀬

町

同

西臼杵

郡

同

［略］

［略］

［略

］

島野浦学校給食共同調理

場

西米良村学校給食共同調

理場

西米良

村

延岡市

児湯郡

共同調

理場

［略

］

北郷区学校給食共同調理

場

美郷町東臼杵

郡

［略］

鞍岡小学校

上組小学校

五ヶ瀬

町

同

西臼杵

郡

同

［略］

［略］

［略

］

島野浦学校給食共同調理

場

西米良村学校給食共同調

理場

南郷区学校給食センター

西米良

村

美郷町

延岡市

児湯郡

東臼杵

郡

共同調

理場

［略

］

北郷区学校給食センター美郷町東臼杵

郡

［略］

学 校 等 名町村名市郡名学校等区分

［略］

北浦中学校

坪谷中学校

西門川中学校

高千穂中学校

門川町

高千穂

町

延岡市

日向市

東臼杵

郡

西臼杵

郡

中学校

［略］

学 校 等 名町村名市郡名学校等区分

［略］

北浦中学校

西門川中学校

高千穂中学校

門川町

高千穂

町

延岡市

東臼杵

郡

西臼杵

郡

中学校

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第18号

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１ 級別標準職務表（第３条関係）

ア～キ ［略］

ク 医療職給料表（三）級別標準職務表

ケ ［略］

別表第２ 級別資格基準表（第４条関係）

ア～カ ［略］

別表第１ 級別標準職務表（第３条関係）

ア～キ ［略］

ク 医療職給料表（三）級別標準職務表

ケ ［略］

別表第２ 級別資格基準表（第４条関係）

ア～カ ［略］

標 準 的 な 職 務職務の

級

［略］

１・２ ［略］

３ 困難な業務を行う准看護師である技師の職務

２級

１～５ ［略］

３級

１ 看護師長の職務

２～４ ［略］

４級

［略］

標 準 的 な 職 務職務の

級

［略］

１・２ ［略］

３ 相当困難な業務を行う准看護師である技師の職

務

２級

１ 看護師長の職務

２～６ ［略］

７ 困難な業務を行う准看護師である技師の職務

３級

１ 相当困難な業務を処理する看護師長の職務

２～４ ［略］

４級

［略］
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キ 医療職給料表（二）級別資格基準表

［略］

ク・ケ ［略］

別表第５ 修学年数調整表（第７条関係）

備考

１～３ ［略］

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関

する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学

歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の

年数及び調整年数にそれぞれ１年を加えた年数をもって、こ

の表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

５ ［略］

キ 医療職給料表（二）級別資格基準表

［略］

ク・ケ ［略］

別表第５ 修学年数調整表（第７条関係）

備考

１～３ ［略］

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣

医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用につい

ては、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学

年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ１年を加えた年数をも

って、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

５ ［略］

職 務 の 級
学歴免許等職種

５級４級３級２級１級

［略］

431
大学６卒

獣医師

8410

435
大学４卒

12850

［略］

［略］

職 務 の 級
学歴免許等職種

５級４級３級２級１級

［略］

435
大学卒

獣医師 12850

［略］

［略］

［略］［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（在職者調整）

２ 施行日の前日において、医療職給料表（二）の３級に在職する獣医師である職員が、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40

号）第３条の２第３項から第９項まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成22年宮崎県条例第43号）附則第５項の

規定を適用して施行日に受けることとなる号給の号数（施行日に昇格がある職員については、昇格がないものとする。以下「改正前号数

」という。）よりも、施行日に新たに医療職給料表（二）の３級に採用されたものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等

の基準に関する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第２号）を適用した場合の号給の号数（以下「改正後号数」という。）が上回る場

合には、任命権者は当該職員の施行日における号給について改正前号数と改正後号数の差を改正前号数に加算した号数の号給に調整でき

る。

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第19号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表 別表

職機 関

［略］

［略］本庁知事部局

（会計管

理局を含

む。）

［略］［略］出先

機関 ［略］農業大学校

所長 副所長 生産安全

課長

家畜保健衛生所

［略］［略］

［略］

職機 関

［略］

［略］本庁知事部局

（会計管

理局を含

む。）

［略］［略］出先

機関 ［略］農業大学校

所長 副所長病害虫防除・肥

料検査センター

所長 副所長 管理課長

管理飼料課長

家畜保健衛生所

［略］［略］

［略］
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備考

［略］

備考

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

宮崎県公安委員会規則第４号

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

宮崎県道路交通法施行細則（昭和35年宮崎県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公安委員会規公安委員会規則則

改正後改正前

（交通規制の対象から除く車両）

第４条 法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車

両は、次に掲げるとおりとする。

（１）・（２） ［略］

（３） 車両の通行禁止の規制（道路標識、区画線及び道路標示に

関する命令（昭和35年総理府、建設省令第３号）別表第１の規

制標識のうち「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車

通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積

載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車通行止

め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「車両（

組合せ）通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「自転車専

用」及び「歩行者専用」並びに当該規制にかかわる「指定方向

外進行禁止」の標識を用いた法第８条第１項の道路標識による

規制をいう。）の対象から除く車両

ア～キ ［略］

（４）・（５） ［略］

２～７ ［略］

別表第３（第10条関係）

（交通規制の対象から除く車両）

第４条 法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車

両は、次に掲げるとおりとする。

（１）・（２） ［略］

（３） 車両の通行禁止の規制（道路標識、区画線及び道路標示に

関する命令（昭和35年総理府、建設省令第３号）別表第１の規

制標識のうち「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車

通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積

載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行

止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「車両

（組合せ）通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「自転車

専用」及び「歩行者専用」並びに当該規制にかかわる「指定方

向外進行禁止」の標識を用いた法第８条第１項の道路標識によ

る規制をいう。）の対象から除く車両

ア～キ ［略］

（４）・（５） ［略］

２～７ ［略］

別表第３（第10条関係）

区 間路 線 名

［略］

延岡市塩浜町１丁目1536番４から延岡市伊

形町2137番まで

一般国道10号

［略］一般国道10号

［略］一般国道10号

［略］

西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原 949番

９地先から西臼杵郡高千穂町大字押方字宮

野原 947番１地先まで

一般国道 218号

［略］一般国道 218号

［略］

区 間路 線 名

［略］

延岡市塩浜町１丁目1536番４から延岡市伊

形町2137番まで

一般国道10号（

土々呂バイパス

）

［略］一般国道10号（

延岡南道路）

［略］一般国道10号（

延岡道路）

［略］

西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原 949番

９地先から西臼杵郡高千穂町大字押方字宮

野原 947番１地先まで

一般国道 218号

延岡市北方町曽木字壱丁鐘子2249番１から

延岡市舞野町1447番36まで

一般国道 218号

（北方延岡道路

）

［略］一般国道 218号

（北方延岡道路

）

［略］
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宮崎市源藤町字葉山 248番２から日南市油

津２丁目５番24まで

一般国道 220号

日南市油津２丁目６番23から串間市大字高

松字簾1469番まで

一般国道 220号

［略］

［略］一般国道 326号

延岡市北方町南久保山字滝ノ下子4695番１

から延岡市北方町曽木字壱丁鐘子2249番５

まで

県道北方インタ

ー線

［略］

宮崎市源藤町字葉山 248番２から日南市油

津２丁目５番24まで

一般国道 220号

［略］

［略］一般国道 326号

［略］

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

宮崎県労働委員会会議運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県労働委員会会長 日 野 直 彦

宮崎県労働委員会規則第１号

宮崎県労働委員会会議運営規則の一部を改正する規則

宮崎県労働委員会会議運営規則（平成17年宮崎県労働委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

労働委員会規労働委員会規則則

改正後改正前

（総会）

第２条 総会は、毎月第１及び第３月曜日の午後１時15分から開催

する。ただし、会長が必要と認める場合は、総会の承認を得て変

更することができる。

２ ［略］

（総会）

第２条 総会は、毎月第１及び第３木曜日の午後１時30分から開催

する。ただし、会長が必要と認める場合は、総会の承認を得て変

更することができる。

２ ［略］

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

宮崎県選挙管理委員会告示第17号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第６条第１項及び第７

条並びに第17条第１項の規定により、政党その他の政治団体から設

立及び異動並びに解散の届出があったので、同法第７条の２第１項

及び第17条第３項の規定により、次のとおり告示する。

平成23年３月31日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

１ 設立届

○政党

法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

○その他の政治団体

届出年月日公職の種類主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成23年１月25日
衆議院議員
（候補者）

宮崎市大工三丁目 346番地鍋 倉 利 幸武 井 俊 輔
自由民主党宮崎県第一選
挙区支部

届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成23年１月４日宮崎市吉村町浮之城甲99－４－ 103重 松 芳 子重 松 幸次郎重松幸次郎後援会

平成23年１月４日宮崎市大字富吉 620森 竹次郎森 太森太後援会
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平成23年１月６日小林市野尻町紙屋3991－８堀ノ内 文 彦中 神 武 吉中神義久後援会

平成23年１月６日東臼杵郡門川町東栄町２－７－３高 橋 清 美岩 佐 昇岩佐祐一後援会

平成23年１月７日
宮崎市江平東１丁目９－１8
コアマンション江平 402

吉 村 一 隆吉 村 照 代しまだ喜代子後援会

平成23年１月７日宮崎市佐土原町下田島 20614－82重 永 郁 子重 永 英 治佐土原会

平成23年１月11日延岡市大門町 107番地５白 石 泰 隆大 蒼 茂白石よしもり後援会

平成23年１月11日宮崎市田野町 24271川 越 清藤 野 吉 郎菊池庸裕を育てる会

平成23年１月12日延岡市土々呂町２丁目 674－82上 杉 聖 次上 杉 泰 洋延岡市の夜明けを見る会

平成23年１月14日宮崎市本郷北方4146－８上 田 絹 代上 田 武 広上田武広後援会

平成23年１月14日宮崎市橘通東４－７－26上 野 真 理上 野 悦 男上野悦男後援会

平成23年１月14日宮崎市高岡町下倉永1200－93島 田 敏 夫島 田 健 一島田健一後援会

平成23年１月14日延岡市富美山町 524－9工 藤 稔 晃木 本 宗 雄下田えいじゅ後援会

平成23年１月14日宮崎市学園木花台北１－10－8谷 口 智 明谷 口 真理子谷口真理子後援会

平成23年１月14日小林市細野34－３鎌 田 やしま鎌 田 豊 数鎌田豊数後援会

平成23年１月17日児湯郡川南町大字川南 17437－37石 井 正 男林 亘石井恭一後援会

平成23年１月17日宮崎市阿波岐原町前浜4276－ 365中 原 正 貴近 藤 義 輝井上たかあき後援会

平成23年１月18日小林市堤2291－２川 野 美智子吉 元 薫森田哲朗後援会

平成23年１月19日小林市南西方5711番地下 沖 美智子橋 口 崇下沖あつし後援会

平成23年１月19日日向市大字富高6323番地４帆 足 マチ子幸 森 協 一矢 沢 会

平成23年１月20日児湯郡都農町大字川北7668番地２河 野 美 敏松 尾 隆 文松尾隆文後援会

平成23年１月21日小林市真方 354－11窓 野 啓 子永 井 一 世窓野良文後援会

平成23年１月24日都城市上町13－24田 中 龍 久松 窪 貞 夫松原慎冶後援会

平成23年１月24日宮崎市大字浮田3223番地海老原 均川 越 五月男松浦さとし後援会

平成23年１月25日児湯郡新富町富田２－21三 宅 邦 康清 水 正 美窓野賢治後援会

平成23年１月25日日向市東郷町八重原迫野内2556黒 木 忠 雄黒 木 重 義黒木かねき後援会

平成23年１月26日宮崎市佐土原町下田島 19711番地２菊 池 義 治日 高 二千男森脇またいち後援会

平成23年１月27日宮崎市高岡町下倉永1200－ 204大 野 勤大 野 勤大野つとむ政治活動協力会

平成23年１月28日宮崎市清武町加納三丁目46－5黒 木 恒一郎黒 木 恒一郎恒正会

平成23年１月28日西諸県郡高原町大字広原4954－13川 口 広福 永 昇松元しげはる後援会

２ 異動届

○政党

届出年月日異 動 前異 動 後異 動 事 項政治団体の名称

平成23年１月18日
西都市大字南方4848西都市大字鹿野田2172イ所 在 地

自由民主党西都市支部
橋 口 定 幸河 野 方 州代 表 者

○その他の政治団体

届出年月日異 動 前異 動 後異 動 事 項政治団体の名称

平成23年１月７日宮崎市青島3丁目17－21
宮崎市小戸町 104の１
リベラル一ツ葉 110号

所 在 地日高あきひこ後援会

平成23年１月12日
宮崎市丸島町５－18
秋丸ビル１F

宮崎市川原町５－10
ミネックス川原十階

所 在 地みやざき新生の会

平成23年１月12日
宮崎市丸島町５－18
秋丸ビル１F

宮崎市川原町５－10
ミネックス川原十階

所 在 地河野しゅんじ後援会

平成23年１月13日日 高 秀 親鍋 倉 克 弘代 表 者長友敏宏後援会

平成23年１月14日海 老 原 隆 文柳 康 美代 表 者柳康美後援会
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平成23年１月14日
佐土原会しげなが英治後援会団 体 名 称

しげなが英治後援会
重 永 英 治小 川 恭 司代 表 者

平成23年１月19日
金 丸 保大 久 保 吉 勝代 表 者

小林芳彦後援会
日 吉 峰 夫濱 村 喜 久 子会 計 責 任 者

平成23年１月19日
江 藤 学鮫 島 純 治代 表 者

日高ひろゆき後援会
日 高 一 利日 高 春 美会 計 責 任 者

平成23年１月20日杉 尾 清 三岡 内 幸 年代 表 者米山知子後援会

平成23年１月20日岡 崎 照 明井 手 口 秀 夫会 計 責 任 者宮崎県獣医師政治連盟

平成23年１月21日大 村 康 夫中 原 嘉 彦代 表 者大村嘉一郎後援会

平成23年１月21日
宮崎市川原町５－10
ミネックス川原10F

東京都千代田区永田町
２－９－８パレロワイヤ
ル永田町1103

所 在 地東国原英夫後援会

平成23年１月21日
宮崎市川原町５－10
ミネックス川原10F

東京都千代田区永田町
２－９－８パレロワイヤ
ル永田町1103

所 在 地２１世紀宮崎改新の会

平成23年１月25日米 良 正米 良 初 美代 表 者米良昭平後援会

平成23年１月27日清 次 男原 田 美 弘会 計 責 任 者宮崎県木材産業政治連盟

平成23年１月27日原 口 順 子志 賀 秋 光代 表 者内村仁子後援会

３ 解散届

○その他の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成23年１月６日日南市大字戸高1850番地田 中 伸 明坂 口 義 弘坂口義弘後援会

平成23年１月６日日向市東郷町山陰丙1529－１海 野 宏植 野 栄 樹21・森・川・海

平成23年１月７日北諸県郡三股町大字樺山3627番地１窓 妻 三 郎桑 畑 和 男桑畑和男後援会

平成23年１月12日西都市大字清水1620平 野 晃弊 島 恒 男中野まさる後援会

平成23年１月18日宮崎市佐土原町下那珂2062－１近 藤 哲 雄小佐冶 守近藤あきら後援会

平成23年１月25日宮崎市佐土原町下田島 19711－２川 崎 一 郎宮 崎 利 一森脇またいち後援会

宮崎県選挙管理委員会告示第18号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第17条第１項の規定に

より、解散した政治団体の代表者及び会計責任者から提出された収

入及び支出に関する報告書の要旨は、次のとおりである。

平成23年３月31日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

（その他の政治団体）

政治団体の名称 坂口義弘後援会

（平成22年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 117，090円

ア 前年繰越額 117，090円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 63，600円

２ 収入・支出の内訳

芋 支出の内訳

イ 政治活動費 63，600円

径 機関紙誌の発行その他の事業費 60，000円

ａ 機関紙誌の発行事業費 60，000円

慧 その他の経費 3，600円

合 計 63，600円

政治団体の名称 ２１森・川・海

（平成２２年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 2，313円

ア 前年繰越額 2，299円

イ 本年収入額 14円

芋 支出総額 2，313円

２ 収入・支出の内訳

茨 収入の内訳

カ その他の収入 14円

合 計 14円

芋 支出の内訳

ア 経常経費 2，313円

恵 事務所費 2，313円

合 計 2，313円

政治団体の名称 桑畑和男後援会
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（平成２２年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 773，490円

ア 前年繰越額 332，333円

イ 本年収入額 441，157円

芋 支出総額 773，490円

１ 収入・支出の内訳

茨 収入の内訳

イ 寄附 300，000円

契 個人からの寄付 300，000円

ウ 機関紙誌の発行その他事業による収入 141，000円

カ その他の収入 157円

合 計 441，157円

〔寄附の内訳〕

契 個人からの寄付

桑畑 和男 300，000円 宮崎県三股町

小 計 300，000円

芋 支出の内訳

ア 経常経費 400，000円

恵 事務所費 400，000円

イ 政治活動費 373，490円

契 組織活動費 373，490円

合 計 773，490円

政治団体の名称 中野まさる後援会

（平成２２年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 近藤あきら後援会

（平成２２年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 森脇またいち後援会

（平成２２年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 194,982円

ア 前年繰越額 194,982円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

宮崎県選挙管理委員会告示第19号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第19条第３項の規定に

より、資金管理団体の指定の届出及び取消の届出があったので、同

法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。

平成23年３月31日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

１ 指定届

○その他の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地代表者の氏名資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成23年１月４日宮崎市吉村町浮之城甲99－４－ 103重 松 幸次郎重松幸次郎後援会
宮崎県議会議員
（候補者となろう
とする者）

重 松 幸次郎

平成23年１月14日小林市細野34－３鎌 田 豊 数鎌 田 豊 数 後 援 会
小林市議会議員
（候補者となろう
とする者）

鎌 田 豊 数

平成23年１月14日宮崎市学園木花台１－10－８谷 口 真理子谷口真理子後援会
宮崎市議会議員
（候補者となろう
とする者）

谷 口 真理子

平成23年１月14日宮崎市本郷北方4146－８上 田 武 広上 田 武 広 後 援 会
宮崎市議会議員
（候補者となろう
とする者）

上 田 武 広

平成23年１月14日宮崎市橘通東４－７－26上 野 悦 男上 野 悦 男 後 援 会
宮崎市議会議員
（候補者となろう
とする者）

上 野 悦 男

平成23年１月14日宮崎市高岡町下倉永1200－93島 田 健 一島 田 健 一 後 援 会
宮崎市議会議員
（候補者となろう
とする者）

島 田 健 一

平成23年１月20日児湯郡都農町大字川北7668番地２松 尾 隆 文松 尾 隆 文 後 援 会
都農町議会議員
（候補者となろう
とする者）

松 尾 隆 文

２ 取消届
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届出年月日主たる事務所の所在地代表者の氏名資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成23年１月６日日南市大字戸高1850番地坂 口 義 弘坂 口 義 弘 後 援 会日南市議会議員坂 口 義 弘

平成23年１月７日北諸県郡三股町大字樺山3627－１桑 畑 和 男桑 畑 和 男 後 援 会三 股 町 長桑 畑 和 男

宮崎県選挙管理委員会告示第20号

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会に使用できる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成18年宮崎県選挙管理委員

会告示第65号）の一部を次のように改正する。

平成23年３月31日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

市町村の選挙管理委員会が指定した個人演説会等公営施設一覧

（平成23年３月１日現在）

市町村の選挙管理委員会が指定した個人演説会等公営施設一覧

（平成22年６月２日現在）

収容

見込

人数

施 設 の 所 在 地施設の名称

［略］

［略］

［略］

［略］市尾内営農研修セン

ター

［略］

［略］北川老人福祉館

［略］

［略］

100［略］紙屋老人福祉館

［略］

［略］紙屋地区体育館

［略］

［略］

収容

見込

人数

施 設 の 所 在 地施設の名称

［略］

500宮崎市高岡町小山田73番地１宮崎市穆佐体育館

［略］

［略］

［略］市尾営農研修センタ

ー

［略］

［略］北川町老人福祉館

［略］

［略］

150［略］紙屋老人福祉館

［略］

［略］花立原体育館

［略］

70野尻町紙屋1688番地７牧之谷営農研修館

［略］

県議会告県議会告示示

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する告示をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県議会議長 中 村 幸 一

宮崎県議会告示第４号

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する告示

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程（平成７年宮崎県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第３号（第５条関係）

［略］

様式第３号（第５条関係）

［略］

起因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］分

離

課

先物取引の事業・雑所得

○その他の政治団体

起因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］分

離

課

先物取引の事業・譲渡・

雑所得



宮 崎 県 公 報平成 23年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 38号

害 14害

［略］ ［略］

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

税

［略］

税

［略］
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